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計画の推進 

１．推進体制 

本計画の推進にあたっては、市民・事業者・各種団体、教育機関、行政が一体となり、以下のとおりお互い

に「連携、参加・参画」しながら「梅のまち」づくりに取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来的には、梅プロジェクトを推進する組織を事業者・各種団体等で立ち上げ、プロジェクトの自走化を狙

います。 
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２．戦略の進め方 

本計画は、太宰府市が真の梅のまちづくりを進めていくために、必要に応じて市民・議会等の意見を聞き

ながら、以下の PDCAサイクルに基づき、検証・改善を行いながら推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


